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津市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

 令和３年２月８日 

津市長 前 葉 泰 幸 

津市規則第３号 

   津市事務分掌規則の一部を改正する規則 

津市事務分掌規則（平成１８年津市規則第６号）の一部を次のように改正す

る。 

第２条第４項第７号の表中 

「地域医療推進室 地域医療担当」を 

「地域医療推進室 地域医療担当 

新型コロナウイルスワクチン接種推進室 ワクチン接種推進担当」 

別表第３健康福祉部健康づくり課の表に次のように加える。 

新型コロナウ

イルスワクチ

ン接種推進室

ワクチン接種

推進担当 

新型コロナウイルスワクチンの接種等に関

すること。 

附 則 

この規則は、公布の日から施行する。 

に改める。



津市企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則をここに公布する。 

令和３年２月１５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸          

津市規則第４号 

津市企業立地促進条例施行規則の一部を改正する規則 

津市企業立地促進条例施行規則（平成１８年津市規則第２６７号）の一部を

次のように改正する。 

附則第３項中「平成３３年３月３１日」を「令和６年３月３１日」に改める。 

附 則 

 この規則は、公布の日から施行する。 



津市訓令第１号

庁中一般 

出先機関 

 津市事務専決規程の一部を改正する訓令を次のように定める。

  令和３年２月８日

津市長 前 葉 泰 幸  

   津市事務専決規程の一部を改正する訓令

 津市事務専決規程（平成１８年津市訓令第４号）の一部を次のように改正す

る。

 別表第４個別専決事項の表健康福祉部健康づくり課の表に次のように加える。

新型コ

ロナウ

イルス

ワクチ

ン接種

推進室

新型コロナウイルスワク

チンの接種等に関するこ

と。 

軽 易

な も

の

や や

重 要

な も

の

重 要

な も

の

特 に

重 要

な も

の

   附 則

 この訓令は、公布の日から施行する。



津市告示第１１号 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号） 

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、令和３年度の津市

営住宅に係る近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めたので告示する。 

  令和３年２月１日 

                      津市長 前 葉 泰 幸 

市営住宅の名称 近傍同種の住宅の家賃

白塚団地１号館 ３２，１００円

白塚団地２号館 ３２，１００円

白塚団地３号館 ３２，４００円

白塚団地４号館 ３７，７００円

白塚団地５号館 ３８，４００円

一身田アパート ３８，２００円

上浜町六丁目住宅 ８，９００円

旭町ＣＢアパート １３，０００円

下部田簡耐住宅 ８，９００円

大井アパート ２４，３００円

大井住宅Ａ－１号からＡ－１２号まで、Ａ－１５号

からＡ－１８号まで、Ｄ－１号からＤ－４号まで、

Ｄ－１５号からＤ－２０号まで及びＤ－２３号から

Ｄ－２６号まで 

３６，０００円

大井住宅Ａ－１３号、Ａ－１４号、Ｃ－１７号から

Ｃ－２５号まで、Ｃ－２７号、Ｃ－２８号及びＤ－

５号からＤ－１４号まで 

３６，６００円

大井住宅Ｂ－２号からＢ－２７号まで ３８，１００円

大井住宅Ｃ－１号からＣ－１６号まで ３７，２００円

高洲町アパート１号館 １４，７００円

高洲町アパート２号館 １７，２００円

高洲町アパート３号館 ２２，４００円



高洲町アパート４号館 ２４，２００円

高洲町アパート５号館 ２５，２００円

高洲住宅３番１号から３番１２号まで、６番１号か

ら６番１２号まで、７番５号から７番８号まで、７

番１０号から７番２０号まで、１０番５号から１０

番２４号まで、１１番１号から１１番１２号まで、

１１番１５号から１１番２２号まで及び１４番１号

から１４番１８号まで 

３９，０００円

高洲住宅７番１号から７番４号まで、７番２１号か

ら７番２４号まで、１０番１号から１０番４号まで、

１８番１号から１８番１０号まで、１８番１５号か

ら１８番４１号まで、１８番４３号から１８番４９

号まで、１９番１号から１９番１２号まで、２２番

１号から２２番１２号まで及び２３番１号から２３

番２４号まで 

３８，１００円

新町２号館アパート １６，２００円

新町３号館アパート １４，６００円

新町４号館アパート １４，６００円

千鳥アパート ４１，５００円

阿漕Ｂ住宅 １０，０００円

阿漕Ｃ住宅 １０，０００円

阿漕１号館アパート １３，２００円

阿漕２号館アパート １４，０００円

南阿漕１号館 ２７，３００円

南阿漕２号館 ３０，９００円

朝汐１号館アパート １１，２００円

朝汐２号館アパート １２，２００円

朝汐３号館アパート １２，８００円

藤水団地１号館 ４０，３００円

藤水団地２号館１０１号及び１０２号 ４３，４００円

藤水団地２号館２０１号、２０２号、３０１号及び

３０２号 
３８，７００円



上弁財団地１号館 ５０，０００円

上弁財団地２号館１０１号から１０３号まで、２０

２号、３０２号及び４０２号 
４１，５００円

上弁財団地２号館２０１号、２０３号、３０１号、

３０３号、４０１号及び４０３号 
５０，４００円

ぜにやま団地１号館 １０，５００円

ぜにやま団地２号館 １１，６００円

ぜにやま団地３号館 １１，３００円

ぜにやま団地４号館 １２，６００円

ぜにやま団地５号館 １２，１００円

ぜにやま団地６号館 １３，９００円

ぜにやま団地７号館 １４，４００円

ぜにやま団地８号館 １４，９００円

ぜにやま団地９号館 １５，５００円

ぜにやま団地１０号館 １５，５００円

ぜにやま団地１１号館 １５，５００円

ぜにやま団地１２号館 １６，９００円

ぜにやま団地１３号館 ２１，６００円

ぜにやま団地１４号館 ２１，８００円

ぜにやま団地１５号館 ２３，６００円

ぜにやま団地１６号館 ２４，６００円

ぜにやま団地１７号館 ２７，５００円

ぜにやま団地１８号館 ２７，５００円

ぜにやま団地１９号館 ２６，５００円

藤方団地１号館 ２７，８００円

藤方団地２号館 ２９，１００円

藤方団地３号館 ２９，２００円

藤方団地４号館 ２８，２００円

城山アパート １０，８００円

西城山１号館アパート １４，６００円

西城山２号館アパート １４，６００円

西城山３号館アパート １５，０００円



西城山４号館アパート １５，０００円

西城山５号館アパート １４，９００円

西城山６号館アパート １４，９００円

小森団地１号館 ４４，９００円

小森団地２号館 ４１，６００円

高茶屋住宅 ９，７００円

里ノ上Ａ住宅 ９，０００円

里ノ上Ｂ住宅 ９，３００円

雲出１号館１０１号、２０１号、２０６号、３０１

号及び３０６号 
６５，９００円

雲出１号館１０２号、１０５号、２０２号、２０５

号、３０２号及び３０５号 
６６，６００円

雲出１号館１０３号、１０４号、２０３号、２０４

号、３０３号及び３０４号 
７０，９００円

雲出１号館１０６号 ６８，３００円

雲出２号館１０１号 ６９，９００円

雲出２号館１０２号、１０７号、２０２号、２０７

号、３０２号及び３０７号 
６８，２００円

雲出２号館１０３号から１０６号まで、２０３号か

ら２０６号まで及び３０３号から３０６号まで 
７２，９００円

雲出２号館１０８号、２０１号、２０８号、３０１

号及び３０８号 
６７，５００円

野村団地 １２，２００円

野村東団地 １１，４００円

相川団地 １３，５００円

森団地１号から４号まで及び９号から１２号まで ９，２００円

森団地１３号から３２号まで ９，８００円

森団地３３号から４１号まで及び４３号から５７号

まで 
１０，１００円

森団地５８号から７２号まで １１，６００円

森団地７３号から７９号まで １０，４００円

森団地８０号から８９号まで １０，８００円



中町団地Ａ ２６，０００円

中町団地Ｂ ２８，２００円

相川西団地Ａ ２７，９００円

相川西団地Ｂ ３５，７００円

明神団地 ３４，４００円

北口団地Ａ ３６，２００円

北口団地Ｂ ３９，０００円

桃里団地Ａ ４３，６００円

桃里団地Ｂ ５１，２００円

桃里団地Ｃ ４５，３００円

桃里団地Ｄ１０１号及び１０７号 １０５，８００円

桃里団地Ｄ１０２号から１０４号まで、２０２号か

ら２０４号まで、３０２号から３０４号まで、４０

２号から４０４号まで、５０２号から５０４号まで

及び６０２号から６０４号まで 

８７，１００円

桃里団地Ｄ１０５号、１０６号、２０５号、２０６

号、３０５号、３０６号、４０５号、４０６号、５

０５号、５０６号、６０５号及び６０６号 

８７，３００円

桃里団地Ｄ２０１号、２０７号、３０１号、３０７

号、４０１号、４０７号、５０１号、５０７号、６

０１号及び６０７号 

１０４，７００円

青木団地１号から３号まで、５号から７号まで、１

０号から１３号まで及び１６号から１９号まで 
１３，５００円

青木団地８号、９号、１４号、１５号、２０号から

３５号まで、３７号から４１号まで及び４３号から

４６号まで 

１２，７００円

藤ヶ丘団地１号から３号まで、５号から２４号まで

及び２６号から３７号まで 
２６，７００円

藤ヶ丘団地３８号から４１号まで及び４３号から７

４号まで 
２７，３００円

殿町住宅 ３６，１００円

新横山住宅 ３６，４００円



美里第１住宅Ａ棟 ３３，７００円

美里第１住宅Ｂ棟 ３３，７００円

美里第２住宅１号館 １６，７００円

美里第２住宅２号館 １６，７００円

片野団地 ３５，８００円

新沢田団地 １９，７００円

奥津団地 ６，３００円



津市告示第１２号 

津市市税条例（平成１８年津市条例第７１号）第１８条の２第１項の規定に

より、申告に関する期限を次のとおり延長するので、同条第２項の規定により

告示する。 

  令和３年２月３日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 延長に係る申告 

  地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２第１項に規定する

申告のうち、令和３年度分 

２ 延長後の期限 

  令和３年４月１５日 



津市告示第１３号 

 津市収納代理金融機関の指定（平成１８年津市告示第３号）の一部を次のよ

うに改正し、令和３年４月１日から施行する。 

  令和３年２月５日 

                   津市長 前 葉 泰 幸   

表中「三重中央農業協同組合」を「みえなか農業協同組合」に改め、「一志

東部農業協同組合」を削り、「三重県信用漁業協同組合連合会」を「東日本信

用漁業協同組合連合会」に改める。 



津市告示第１４号 

下記の者の令和２年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明のため送

達することができないので、国民健康保険法（昭和３３年法律第１９２号）第

７８条において準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和３年２月８日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○○○○  ○○ ○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○ ○○

○○○○○○○○ 

○○ ○ 



  

津市告示第１５号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

令和３年２月９日

津市長 前 葉 泰 幸  

    

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

０６２７３１５ 令和２年１０月１日 令和３年１月２２日

９２１６１７５ 令和３年１月７日 令和３年１月２０日



津市告示第１６号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例（平成１８年津市条例第２０９号）

第１２条第２項、第１３条第２項及び第１４条に基づき撤去し、保管している

自転車等について、同条例第１６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 令和３年２月９日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

津駅東口周辺自転車等放置禁止区域 ２ 令和３年１月４日 

乙部地内 １ 令和３年１月４日 

豊が丘一丁目地内 １ 令和３年１月４日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和３年１月５日 

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 令和３年１月７日 

河芸町東千里地内 ２ 令和３年１月１２日 

久居駅前第１公共自転車等駐車場 ７１ 令和３年１月２６日 

久居駅前第２公共自転車等駐車場 ２０ 令和３年１月２７日 

アスト公共自転車等駐車場 １ 令和３年１月２７日 

雲出本郷町地内 １ 令和３年１月２９日 

２ 保管期間 

   告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  

０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１７号 

 令和３年第１回津市議会定例会を次のとおり招集する。 

  令和３年２月１０日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  令和３年２月１８日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 



津市告示第１８号 

下記の者の市民税県民税及び固定資産税都市計画税督促状は、住所居所不明

のため送達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）

第２０条の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部収税課で保管し、送

達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和３年２月１２日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○

○○ 

平成３１年度市民税県

民税督促状第８期 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○○ 

○○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○

○○○○○○ 

平成３１年度市民税県

民税督促状第８期 

○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○

○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○ ○○ ○○○○○○ 令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○ ○○

○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○ 

○○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○ 令和２年度市民税県民



○ 税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○ ○○○ ○○○○○ 令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○

○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○

○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○ ○○○ 令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○ ○○○ 

○○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○○○ ○○○

○ ○○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○○

○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○

○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○

○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○ ○○

○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 



○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○ ○

○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○○○ ○○○○ ○○○○○

○○○○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○ ○○○○○○○○ ○

○○○○ ○○○○○

○ 

令和２年度市民税県民

税督促状第３期から第

４期まで 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○○○ ○

○○○○○○○○ ○

○○○○○ 

令和２年度固定資産税

都市計画税督促状第１

期から第３期まで 

○○○○○○○○○○○○

○ ○○○○○○○○○○

○○ 

○○○ ○○ 平成３０年度市民税県

民税督促状第８期及び

平成３０年度市民税県

民税督促状第２期から

第４期まで 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○ 平成３１年度市民税県

民税督促状第３期 

○○○○○○○○○○○○

○○ 

○○ ○○○ ○○○

○○○ 

平成３１年度市民税県

民税督促状第１期から

第４期まで 

注意：地方税法第２０条の２第３項の規定により、公示送達をした日から起算

して７日を経過したときに、書類の送達があったものとみなす。 



津市告示第１９号 

 下記の者の令和２年度市民税・県民税納税通知書は、住所居所不明のため送

達することができないので、地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条

の２の規定により公示送達する。 

 なお、この公示送達に係る関係書類は、津市政策財務部市民税課で保管し、

送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  令和３年２月１２日       

  

津市長 前 葉 泰 幸    

  

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 送達を受けるべき文書 

○○○○○○○○○ ○○ ○○○ ○○

○○○ ○○○○○

令和２年度市民税・県民

税納税通知書（現年度随

時１期） 

○○○○ ○○ ○○○○○○

○○ ○○ 

令和２年度市民税・県民

税納税通知書（現年度随

時１期） 



津市公告第１３号 

次のとおり旧津市立安西・雲林院幼稚園の利活用に係る企画提案を募集しま

すので、公告します。 

令和３年２月１日 

津市長 前 葉 泰 幸 

別紙のとおり 

  



１ 募集の概要 

 件名 

企画提案審査による旧津市立安西・雲林院幼稚園の貸付け 

 募集の概要 

本件は、旧津市立安西・雲林院幼稚園の敷地及び建物（以下「施設」と

いいます。）の借受人を、企画提案書の審査により決定しようとするもの

で、次の事項を目的としています。 

ア 施設の賃貸借により本市の歳入確保及び施設の有効活用を図ること。 

イ 施設の利活用により地域貢献が図られること。 

 契約の種類 

定期建物賃貸借契約 

 契約期間 

契約期間は、契約締結日から令和８年３月３１日までとし、更新がない

ものとします。ただし、本市との協議の上、施設について新たな賃貸借契

約ができるものとします。 

 貸付料  

貸付料の予定価格（最低価格）は、年額８５０，５００円（端数となる

期間については、貸付料の年額を日割計算により算定した額）とします。 

 原状回復義務 

施設を退去する際には、借受人の負担において原状に復さなければなら

ないものとします。ただし、本市との協議の結果、本市がその必要がない

と認めるものについては、この限りではありません。 

 その他の費用負担 

施設を使用するために必要となる修繕、改修、増改築等の工事費用、電

気、水道等の料金、契約締結に要する費用その他施設の利活用に係る一切

の費用については、借受人の負担となります。 

２ 用語の定義 

 提案者 本件の募集に申込みを行った者 

 地域貢献 津市総合計画をはじめとする本市の各計画に掲げる課題その

他地域課題を解決する事業の実施による地域への寄与で次に掲げるもの 

ア 商工観光業及び農林水産業の支援並びに雇用の創出 

イ 住民交流、国際交流、多文化共生、防災活動及び環境保全の推進 

ウ 教育、文化及びスポーツの振興 



エ 地域住民の福祉及び利便の増進 

オ その他地域課題を解決する事業の実施による地域への寄与 

 審査基準 提出された提出書類の審査に係る基準 

 候補者 候補者に係る決定の通知を受けた者 

 借受人 施設に係る賃貸借契約を締結した者 

３ 施設の概要 

 名称 旧津市立安西・雲林院幼稚園 

 所在地 津市芸濃町北神山３０５番地 

 敷地面積 １，２４９．５８㎡（登記簿） 

 建物の基本情報 

ア 主たる建物 

(ア) 構造 鉄骨造平家建 

(イ) 延床面積 ４３６㎡ 

(ウ) 建築年月 昭和５９年３月 

イ 附属棟（倉庫） 

(ア) 構造 鉄骨造平家建 

(イ) 延床面積 ３２㎡ 

(ウ) 建築年月 平成４年９月 

 交通アクセス 

ア 高速道路 伊勢自動車道芸濃インターチェンジまで約２ｋｍ 

イ 鉄道 ＪＲ紀勢本線「下庄駅」まで約１０ｋｍ 

ウ バス 三重交通路線バス安西橋停留所まで約３００ｍ 

 施設に関する留意事項 

ア 施設は、令和２年３月３１日まで幼稚園の用に供していた施設である

ため、保育室に隣接するトイレは幼児用となっているほか、敷地南側の

園庭部分には遊具があります。 

イ 建物は、劣化及び損傷が進行しており、雨漏り等の不具合が見受けら

れます。 

ウ 敷地の南西側には石碑があります。 

 施設の位置、敷地の形状、建物の配置、諸室の構成等 別紙１のとおり 

４ 資格要件 

本件の募集に申込みできる者は、公共的団体（地方自治法施行令（昭和２

２年政令第１６号）第１６７条の４第１項各号に掲げる者を除く。）であっ



て、次の要件をすべて満たす者とします。 

 営利を目的としない団体であること。 

 市区町村税、法人税並びに消費税及び地方消費税に滞納がないこと。 

 現に破産、民事再生、差押え、仮差押え、競売、滞納処分等その他これ

らに類する手続きの申立てを受けていないこと。 

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７

号）第２条第６号に規定する暴力団員に該当する者（以下「暴力団員」と

いいます。）又は暴力団員でなくなった日から５年を経過しない者が役員

等（法人の役員又はその支店若しくは営業所等を代表する者をいいます。）

である法人でないこと。 

 施設を暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条第２号に

規定する暴力団（以下「暴力団」といいます。）の事務所その他これに類

するものの用に供しようとする者でないこと。 

 暴力団員がその経営に実質的に関与している法人でないこと。 

 自己、自社又は第三者の不正の利益を図る目的若しくは第三者に損害を

加える目的をもって暴力団を利用するなどしている者でないこと。 

 暴力団又は暴力団員に対して資金等を提供し、若しくは便宜を供与する

など、直接的又は積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与して

いる者でないこと。 

 暴力団又は暴力団員と、社会的に非難されるような関係を有している者

でないこと。 

 暴力団又は暴力団員であることを知りながら、これを不当に利用してい

る者でないこと。 

５ 申込み 

 申込みの期間 

令和３年３月１日（月）から同年３月１０日（水）まで 

 提出書類 

申込みに必要な書類（提出書類）は次のとおりです。 

ア 申込書（様式１） 

イ 企画提案書（任意様式） 

ウ 財務諸表 

エ 履歴事項全部証明書（法人登記されていない団体にあっては、定款） 

オ 市区町村税完納証明書 



完納証明書を発行していない市区町村の場合は、以下の証明書で該当

する全てのものについて、それぞれ直近２年度分を提出してください。 

(ｱ) 市区町村民税の納税証明書又は非課税証明書 

(ｲ) 固定資産税・都市計画税の納税証明書又は非課税証明書 

(ｳ) 軽自動車税の納税証明書又は非課税証明書 

カ 国税に係る納税証明書（法人税並びに消費税及び地方消費税の記載が

ある未納税額のない証明書） 

キ 誓約書（様式２） 

 書類の提出 

ア 提出方法 

必要書類１部を封筒に封入したうえで、直接持参又は郵送にて令和３

年３月１０日（水）１７時１５分まで（必着。受付時間は、開庁日の８

時３０分から１７時１５分まで）に提出してください。 

なお、郵送の場合は、到着確認を行ってください。 

イ 提出先 

〒５１４－２２９２ 

三重県津市芸濃町椋本６１４１番地１（芸濃庁舎１階） 

津市芸濃総合支所地域振興課 

ウ 封入の方法 

申込みに必要な書類を封入する封筒には、下図のとおり記載及び封印

をしてください。 



 辞退 

提出書類を提出した後に辞退しようとする場合は、辞退届（様式３）を

イの提出先まで直接持参又は郵送により提出してください。 

６ 質問及び質問に対する回答 

 質問方法 

質問書（様式４）を イの問い合わせ先に提出することとします。 

 提出期限 

令和３年２月１９日（金）１７時１５分まで 

 回答方法 

質問に対する回答については、令和３年２月２２日（月）から同年２月

２６日（金）までの間、回答内容を津市ホームページで公開すること及び

津市芸濃庁舎１階芸濃総合支所地域振興課窓口において回答書を配布する

ことにより行います。 

７ 無効となる申込み 

申込みが次のいずれかに該当する場合、その申込みは無効とし、はじめか

ら申込みがなかったものとみなします。 

ア 提案者が資格要件を満たしていない場合 

イ 申込書、誓約書及び封筒に記名押印がなかった場合 

ウ 本公告で指定する様式によらないで申込みを行った場合 

（あて先）津市長

企画提案審査による旧津市立安西・

雲林院幼稚園の貸付け申込書在中 

（申込みを行う者の名称） 

印

印

印

印

印

印

表面 裏面

封筒裏面の貼り合わせ部分３箇所に封印してください



エ 団体の名称、提案内容、貸付料等提出書類の記載事項が識別し難い場合 

オ 書類の不足等により提案者が資格要件を満たすことが確かめられない場

合 

カ 辞退があった場合 

８ 企画提案書の作成方法 

企画提案書は、概ね紙１０枚程度（紙の大きさについてはＡ４を原則とし、

Ａ３までに限るほか、枚数については、添付書類の枚数を含めないものとす

る。）に次のとおり作成するものとします。 

 記載項目 記載内容 記載方法等 

団体の概要 団体の代表者、所在地、従

事者数、事業内容、実績等

パンフレット等の

添付により企画提

案書への記載に代

えてもよい。 

施設の利活用による

事業の概要 

施設の利活用による事業の

概要（目的及び方針を含

む。） 

人が居住する目的

で使用できないほ

か、賃借権の第三

者への譲渡、転貸

はできません。 

事業実施に必要な資

格、認可等 

宿泊、飲食物の販売等利活

用事業の実施において必要

な資格取得、認可等 

適宜、資格、認可

等を証する書面の

写しを添付するこ

と。 

諸室等の用途 諸室等施設の各部分の用途 平面図に図示する

こと。 

事業実施において本

市による承認を必要

とする事項 

建物の増改築、内装改修、

電気・機械設備又は大規模

設備等の設置の有無 

適宜本市と取り交

わす書面の案又は

工事図面を添付す

ること。 



実施体制 事業実施の体制のほか、施

設管理担当者、連絡先、加

入保険、トラブル発生時の

問い合わせ方法等施設管理

の体制 

スケジュール 施設への物品搬入、修繕工

事、改修工事その他利活用

事業の実施スケジュール 

工程が複雑である

場合には、適宜図

示によりわかりや

すく記載を行うこ

と。 

賃料 賃料の年額 予定価格以上の額

（年額）で記載す

ること。 

解決を図ろうとして

いる地域課題 

施設の利活用によって解決

しようとする津市総合計画

をはじめとする本市の各計

画に掲げる課題その他の地

域課題の内容 

解決を図ろうとし

ている地域課題

が、本市の各計画

に記載されている

場合には、計画名

及びページ数を付

記するほか、該当

ページの写しを添

付すること。 

地域貢献の内容  の課題解決に対する実施

事業、事業による効果等地

域貢献の内容 

９ 候補者の決定方法 

 審査基準 

的確性、実現可能性、歳入確保の寄与度、問題解決力及び地域貢献の度

合に応じて次表のとおり提出書類の審査を行います。 

審査項目 審査の着目点 審査基準 点数

的確性 募集の目的に適合した提案

を行うほか、事業実施にお

的確性の高さに応じて

０、１又は２の点数を付 ２ 



いて本市の承認を必要とす

る事項や資格、認可等が必

要となる事項についてあら

かじめ十分に整理が行わ

れ、対策が講じられている

か。 

けるものとします。 

１ 

０ 

実現可能

性 

企画提案書の事業内容、規

模、実績、提案事業の体制

及びスケジュール並びに団

体の収支状況が妥当であ

り、事業の実現可能性が十

分に見込まれるか。 

実現可能性の高さに応じ

て０、１又は２の点数を

付けるものとします。 

２ 

１ 

０ 

歳入確保

の寄与度

企画提案書に記載されてい

る本市の歳入確保がどの程

度図られているか。 

予定価格の１．５倍以上 ２ 

予定価格の１．２倍以上

予定価格の１．５倍未満
１ 

予定価格以上予定価格の

１．２倍未満 
０ 

問題解決

力 

利活用事業によって解決が

図られる地域課題及び地域

貢献の内容が具体的に説明

できているか。 

問題解決力の高さに応じ

て０、１又は２の点数を

付けるものとします。 

２ 

１ 

０ 

地域貢献

の度合 

団体の実施する事業により

どの程度地域貢献が図られ

るか。 

地域貢献の度合に応じて

０、１又は２の点数を付

けるものとします。 

２ 

１ 

０ 

 審査方法 

３名の審査員が、審査基準に基づきそれぞれ採点を行い、採点の合計が

１５点（以下「最低審査点数」という。）以上を得た企画提案のうち最も

高い点数を得た提案者を候補者として決定します。ただし、最低審査点数

以上の点数を得た企画提案のうち最も高い点数を得た者が２者以上となっ

た場合には、くじ引きにより候補者を決定するものとします。 

 審査結果の通知及び公表 

候補者に対し令和３年３月１８日（木）付けで決定通知書を送付するほ



か、津市ホームページにて審査結果を公表します。 

10 契約締結期限 

候補者は、本市との契約の詳細に係る協議を経て令和３年３月２２日（月）

までに本市と市有財産賃貸借契約書を締結しなければなりません。 

11 契約に付す条件 

 契約の解除 

本市は、次のいずれかに該当するときは、契約を解除する場合がありま

す。 

ア 借受人の役員等（法人の場合にあっては非常勤を含む役員、支配人、

支店長、営業所長その他これらに類する地位にある者及び経営に実質的

に関与している者を、法人格を有しない団体にあっては代表者及び経営

に実質的に関与している者をいいます。以下同じ。）が次に掲げる者で

あると認められるとき。 

(ア) 暴力団員 

(イ) 暴力団関係者（暴力団と関係を持ちながら、その組織の威力を背景

として暴力的不法行為等を行う者をいいます。） 

イ 借受人の経営又は運営に暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力

団員等」といいます。）が実質的に関与していると認められるとき。 

ウ 借受人又は借受人の役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等（法人その他の団体又

は個人をいいます。）と知りながら、これを不当に利用したと認められ

るとき。 

エ 借受人又は借受人の役員等が、暴力団、暴力団員等又は暴力団員等が

経営若しくは運営に実質的に関与している法人等に対して資金等を供給

し、又は便宜を供与するなど暴力団の維持運営に協力し、又は関与して

いると認められるとき。 

オ 借受人又は借受人の役員等が、暴力団又は暴力団員等と密接な関係若

しくは社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。 

カ 借受人が市区町村税、法人税又は消費税及び地方消費税を滞納してい

ると認められるとき。 

キ 契約に定める義務を履行しないとき。 

ク 借受人が、施設を提出書類で示された用途以外の用途に供したとき。 

ケ 本市が施設を公用若しくは公共用に供するため必要とするとき又は本



公告及び契約書の記載内容に違反する行為があるとき。 

 借受人は、 による契約の解除により損害を受けた場合においても、本

市に対してその補償を請求できません。 

 引渡し 

現状での引渡しとなります。現状とは、土地、建物、工作物、構築物、

残置物、立木、擁壁等を含め施設の現在における状況の姿のままを意味

し、老朽化や損傷等の不具合がある場合も、そのままで引き渡しを行いま

す。 

 施設を使用するために必要な修繕、改修、形状変更等 

施設を使用するために必要な修繕、諸室の改修、什器の設置、敷地の形

状変更等については、すべて借受人の負担とし、本市はこれらの修繕に要

する費用の一切を負担しません。 

また、借受人が改修、増改築等の工事（当初の効用を上回る工事）を行

う場合、借受人は、本市に市有財産増改築等承認申出書を提出のうえ、承

認を得なければなりません。 

 権利の譲渡等の禁止 

借受人は、賃貸物件の賃借権を第三者に譲渡し、賃貸物件を転貸できま

せん。 

 契約不適合責任に係る条件 

借受人が、契約締結後において、施設について次に掲げる品質上の問題

を発見しても、本市に対し、追完、代金減額、契約の解除並びに損害賠償

を請求し、又は契約を取り消すことができません。 

ア 土壌汚染、地中埋設物及び産業廃棄物の存在 

イ 設備におけるＰＣＢの含有 

ウ 土地の陥没 

エ その他品質上の問題 

 その他の経費負担 

ア 電気、水道等 

電気使用料、水道使用料、農業集落排水使用料等については、借受人

の負担とし、電力会社、津市上下水道局等と借受人が直接に契約するこ

ととします。 

イ 契約に要する費用 

印紙税等契約締結の手続きに要する費用については、借受人の負担と



します。 

12 保証人 

借受人は、借受人の債務を連帯して保証する保証人を立てなければならな

いものとします。 

なお、保証人は、保証債務を履行するための資力がなければなりません。 

13 貸付料の納付 

貸付料については、毎年４月に納入の通知を行いますので、納入通知書に

記載された期限までに、指定の金融機関から貸付料を納付してください。 

14 情報公開 

候補者、候補者の提案内容、採点表その他募集に関する情報については、

津市情報公開条例（平成１８年条例第２２号）に基づき取り扱います。 

15 その他留意事項 

 この募集に参加しようとする者は、本公告の記載内容を遵守しなければ

なりません。 

 施設に係る内覧会、現地説明会等は開催しません。建物内を内覧したい

場合は、16 の問い合わせ先まで連絡してください。 

なお、内覧にあたって他の内覧希望者と合同で案内説明を行う場合があ

ります。 

 本公告に定めのない事項は、地方自治法、地方自治法施行令、津市財産

に関する条例、津市契約規則等その他の関連法令に定めるところにより処

理します。 

16 問い合わせ先 

津市芸濃総合支所地域振興課 

〒５１４－２２９２ 

三重県津市芸濃町椋本６１４１番地１（芸濃庁舎１階） 

電話番号０５９－２６６－２５１０（平日８時３０分～１７時１５分） 

ファクス０５９－２６６－２５２２ 

E-Mail：266－2510@city.tsu.lg.jp 



津市公告第１４号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  令和３年２月８日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  令和３年２月４日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市高茶屋小森上野町字小森川１０６６番３ 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  三重郡菰野町大字福村７９５番地１ 

  ハウスクラフト株式会社 

  代表取締役 遠藤 真二 



津市公告第１５号 

条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和２２年政令

第１６号）第１６７条の６第１項及び津市契約規則（平成１８年津市規則第４

０号）第４条の規定により、次のとおり公告します。 

令和３年２月９日 

津市長 前 葉 泰 幸 

  

別紙のとおり 



１ 入札に付する事項 

 業務委託名 

津市納税催告センター運営業務委託 

 業務委託の概要 

公権力の行使に当たらない、滞納者への電話による納税の呼びかけ（以

下「電話催告」という。）と関連業務（詳細は、別紙仕様書参照） 

 業務の履行期間  

   令和３年４月１日から令和６年３月３１日まで（３６ヶ月） 

ア この契約は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２３４条の３、 

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号。以下「令」という。）第

１６７条の１７及び津市長期継続契約を締結することができる契約を定

める条例（平成１８年津市条例第３１９号）第２条第２号に基づく長期

継続契約です。 

イ この契約は、履行期間の始期の属する年度に係る歳入歳出予算につき、 

津市議会の議決があったときに効力が生じるものとします。 

ウ 津市は、この契約の締結の日の属する年度以降において、津市の歳入

歳出予算の金額について減額又は削除があった場合は、この契約を変更

し、又は解除することができます。 

２ 入札の参加者に必要な資格 

  参加資格要件は、下記の事項の全てに該当する者とします。 

 令第１６７条の４の規定に該当しない者 

 本件の公告から入札時までの期間において、本市から指名停止等を受け

ていない者 

 手形交換所から取引停止処分を受けるなど経営状態が著しく不健全でな

い者 

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づく再生手続開始の申立

て、会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続開始の申 

立て、破産法（平成１６年法律第７５号）に基づく破産手続開始の申立て、 

会社法（平成１７年法律第８６号）に基づく清算の開始又は会社法の施行

に伴う関係法律の整備等に関する法律（平成１７年法律第８７号）第６４

条の規定による改正前の商法（明治３２年法律第４８号）に基づく整理開

始の申立て若しくは通告がなされていない者（民事再生法に基づく再生手

続開始の申立て又は会社更生法に基づく更生手続開始の申立てがなされた



者であっても再生計画又は更生計画が認可された者を除きます。） 

 納期の到来している国税・都道府県税・市町村税等を完納している者 

 平成２８年度から令和２年度までの間に、人口２０万人以上の地方公共

団体との間で、連続して１年以上の期間、地方税の電話催告を受託し完了

した実績を有する者（複数年契約については、平成２８年度から令和２年

度までの間に完了又は同期間内に１年を超える受託実績があれば可としま

す。） 

 プライバシーマーク・ＩＳＭＳ等の個人情報保護に関する事業者認定を

受けている者

３ 入札の参加申し込みに係る書類の配布 

仕様書、仕様書に関する質問書等については、津市ホームページ当該入札

記事内【https://www.info.city.tsu.mie.jp】からダウンロードしてくださ

い。 

     また、郵送による受領を希望する場合は令和３年２月９日（火）から２月

２６日（金）午後５時までの間に津市政策財務部収税課へ電話してください。 

４ 入札に係る仕様書に関する質問及び回答 

 質問書の提出期限等 

  ア 提出期限 

    令和３年２月１６日（火）午後３時まで 

  イ 提出場所 

    〒５１４－８６１１ 

津市西丸之内２３番１号 

津市本庁舎２階 政策財務部収税課整理担当

  ウ 提出方法 

    仕様書に関する質問書（第１号様式）に質問内容を記入の上、提出場

所に郵送、電子メール又はＦＡＸ（電子メールの場合は、押印がわかる

ように第１号様式をＰＤＦファイル等に複写すること。）により提出し

てください。 

    《送信先》 

    電子メール 229-3135@city.tsu.lg.jp 

    ＦＡＸ番号 059-229-3331 

 エ その他 

    電話、口頭等による質問や提出期限を過ぎて提出された質問書及び押



印のない質問書は受け付けません。また、郵送・電子メール・ＦＡＸの

場合は電話で到着の確認を必ず行ってください。 

 質問に対する回答 

  ア 回答期日 

    令和３年２月１９日（金） 

  イ 回答方法 

津市ホームページ当該入札記事内において公開します。（質問者名は

非公開とします。） 

また、意見の表明と解されるものについては、回答しない場合があり

ます。 

    なお、入札後において仕様書等についての不明を理由とした異議の申

し立てはできず、回答に対する再度の質問は原則認めませんので、質問

書には質問内容を明確に記載し提出してください。 

５ 入札の参加資格の確認等 

  本件入札に参加しようとする者は、次に掲げるところにより書類等を提出

し、本件入札の参加資格の確認を受けなければなりません。提出期間内に当

該書類等を提出しない者又は本件入札の参加資格を有することが認められな

かった者は、本件入札に参加することはできません。 

 提出期限   

   令和３年２月２６日（金）午後５時まで 

   ※この期限を過ぎて送達された申請書類は受理しません。 

    また、郵送等の場合、未達等のトラブルに関して本市では一切の責任

を負いませんので、必ず電話等で到着の確認を行ってください。 

 提出場所 

   〒５１４－８６１１ 

津市西丸之内２３番１号 

津市本庁舎２階 政策財務部収税課整理担当

 提出方法 

    提出方法については、原則として一般書留又は簡易書留としますが、当

該期限までに間に合わない場合に限り、当課への持参を可とします。 

   また、郵送による提出の場合は当課へ到着確認を必ず行ってください。 

 提出書類 

   提出書類は、次のアからクまでのとおりとし、それぞれ正本１部を提出



してください。ただし、官公署が交付した証明書類等については、申請書

提出時における最新のもの（申請日以前３ヶ月以内に発行されたもの）を

提出することとし、下記にコピー可と記載のある証明書類は、写真機・複

写機等を使用して機械的な方法により複写したもので、ほぼ原寸大（原寸

がＡ４版以外の版形のものは、できる限りＡ４版に拡大又は縮小すること。）

であり、かつ、鮮明であるものに限り、写しによって差し支えないものと

します。 

なお、津市競争入札参加資格者名簿に登録されている者については、オ

からキまでの書類の省略をすることができるので、アの書類の３の□にレ

点を入れてください。 

  ※申請書類は提出書類一覧表の番号順に並べて提出してください。 

  ア 条件付一般競争入札参加資格審査申請書（第２号様式） 

  イ 宣誓書（第３号様式） 

  ウ 業務実績届出書（第４号様式）及び当該業務委託契約書等（仕様書を

含む。）の写し。また、連続して１年以上の期間業務を受託した実績を

証明するもの及び年間の通話件数のわかる書類を添付してください。（コ

ピー可） 

  エ 完納証明書（コピー可） 

地方公共団体で完納証明書がない場合には、滞納がないことを表す証

明書に代えることができることとします。 

なお、徴収の猶予を受けているため完納証明書が発行されない等の場

合は、ご相談ください。 

（条件付一般競争入札参加資格審査申請書の提出日の前３ヶ月以内に証

明されたものに限ります。オ及びカについても同じです。） 

(ｱ) 国税に関する証明書 

       国税の未納の税額がないことの証明書（個人事業主にあってはその

３の２、法人にあってはその３の３） 

(ｲ) 都道府県税及び市町村税完納証明書 

     本社所在地における都道府県税及び市町村税等の完納証明書を提出

してください。なお、支店等が本件の入札、契約を行う場合は、本店

所在地及び支店等所在地の都道府県税及び市町村税等の完納証明書を

提出してください。（新規に支店等を開設した場合は「法人等開設届

（写）」を添付してください。） 



  オ 登記事項証明書（現在事項全部証明書又は履歴事項全部証明書） 

  カ 印鑑証明書（コピー可）  

  キ 使用印鑑届（様式第５号） 

入札、見積及び契約について使用する印鑑が異なる場合は使用印を、

実印と同じ場合は実印を押印したものを提出してください。 

 ク プライバシーマーク・ＩＳＭＳ等の個人情報保護に関する事業者認定

を受けていることがわかる書類（コピー可）    

 本件入札の参加資格の確認結果の通知 

本件入札の参加資格の確認結果は、令和３年３月４日（木）までに条件

付一般競争入札参加資格審査確認結果通知書（第６号様式）により通知し

ます。 

   なお、本件入札の参加資格の確認を申請した時に提出された書類は、本

件入札の参加資格の有無にかかわらず、返却しません。 

６ 入札及び開札 

  入札方法は郵便による入札とし、入札書を封筒に封入の上、一般書留又は

簡易書留のいずれかの方法で郵送するものとします。ただし、下記の入札書

提出期限までに間に合わない場合に限り、当課への持参を可とします。（一

般書留又は簡易書留以外で郵送された場合、その入札は無効とします。） 

  また、郵送による応札の場合は、当課へ到着確認を必ず行ってください。 

 入札書提出期限 

   令和３年３月９日（火）午後５時 ※当課必着 

 入札書提出場所 

   〒５１４－８６１１ 

津市西丸之内２３番１号 

津市本庁舎２階 政策財務部収税課整理担当

 開札日時 

   令和３年３月１１日(木) 午前９時から 

 開札場所 

   津市本庁舎 第２１会議室（２階） 

７ 入札保証金 

  入札保証金は免除します。 

８ 入札の無効 

  津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第



１９条各号のいずれかに該当する入札は無効とします。 

９ 契約保証金 

  契約を締結する際に、契約金額に１２を乗じて得た額の１００分の１０以

上の契約保証金を納付しなければなりません。ただし、規則第２８条第１項

各号のいずれかに該当する場合は、契約保証金の納付を免除することができ

ます。 

10 その他注意事項 

 入札にあたっては、入札書（第７号様式）を使用し、仕様書に基づく入

札金額等を鮮明に表示し、封筒（条件付一般競争入札参加者心得参照）に

入れ、貼合わせ部分に３箇所の封印をしてください。 

   入札金額は、月額（消費税及び地方消費税抜き）をもって表示してくだ

さい。 

 落札に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００分の１

０に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数があるときは、

その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、入札者は、

消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問

わず、見積もった契約希望金額の１１０分の１００に相当する金額を入札

書に記載してください。 

なお落札は、予定価格の範囲内において、最低価格入札者とし、最低価

格入札者が２者以上ある時は、立会人（発注課以外の市職員）によるくじ

引きにより落札者を決定するものとします。 

 初度の入札で予定価格に達しなかった場合、再度入札を行う場合があり

ます（原則として１回）。その場合応札者のみに電話又はＦＡＸにより連

絡します。 

 本件入札に係る費用は、すべて入札者の負担とします。 

 天災その他やむ得ない事由により入札を行うことができないときは、入

札を延期又は中止することがあります。なお、入札の中止等に至った場合

においても見積もりにかかる費用その他入札に係る一切の費用は補償しま

せん。 

 その他、入札の参加者は、別添「条件付一般競争入札参加者心得」に留

意の上、入札を行ってください。 

 提出書類の到着確認、窓口への書類の提出等は、午前８時３０分から午

後５時までの間とします。ただし、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関す



る法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日は除きます。 

 【問い合わせ先】

          〒５１４－８６１１ 三重県津市西丸之内２３番１号 

                    政策財務部収税課整理担当  

          電話番号      ０５９－２２９－３１３５ 

          ＦＡＸ       ０５９－２２９－３３３１ 

          メールアドレス   229-3135@city.tsu.lg.jp 



津市公告第１６号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定しましたので、建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令

第４０号）第１０条第１項の規定により次のとおり公告します。 

  令和３年２月９日 

津市長 前 葉 泰 幸   

１ 指定に係る道路の種類 

  建築基準法第４２条第１項第５号 

２ 指定の年月日 

令和３年２月４日 

３ 指定道路の位置 

  津市高茶屋五丁目３１９３番４

４ 指定道路の延長及び幅員 

 延長 

 ２９．３５メートル 

 幅員 

  ４．８８メートル 



津市公告第１７号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定により

公告します。

  令和３年２月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市上下水道事業告示第５号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第１６条の２第１項の規定により、次

の者を指定給水装置工事事業者に指定したので、津市水道事業指定給水装置工

事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第１号の

規定により告示する。 

  令和３年２月８日 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

名称 所在地 指定の有効期間 

株式会社南山建設 津市垂水２５７９番地の６ 令和３年１月２１日から令

和８年１月２０日まで 



津市上下水道事業告示第６号 

水道法（昭和３２年法律第１７７号）第２５条の３の２第１項の規定により、

次の指定給水装置工事事業者の指定を更新したので、津市水道事業指定給水装

置工事事業者規程（平成１８年津市水道事業管理規程第１４号）第１０条第２

号の規定により告示する。 

  令和３年２月８日 

津市上下水道事業管理者 田 村   学   

名称 所在地 指定の有効期間 

有限会社ティー・

エム・シー 

津市安濃町戸島８０６番地 令和８年９月２９日まで



津市上下水道事業告示第７号 

 津市上下水道事業管理者の業務に係る収納取扱金融機関の指定について（平

成１８年津市水道局告示第２号）の一部を次のように改正し、令和３年４月１

日から施行する。 

  令和３年２月９日 

              津市上下水道事業管理者 田 村   学   

 表中「一志東部農業協同組合」を削り、「三重中央農業協同組合」を「みえ

なか農業協同組合」に改め、「三重県信用漁業協同組合連合会」を「東日本信

用漁業協同組合連合会」に改める。 



津市教育委員会告示第２号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  令和３年２月８日

      津市教育委員会教育長 森   昌 彦  

１ 招集の日時 

令和３年２月１５日（月） 午前１０時から

２ 招集の場所 

津市教育委員会庁舎 ４階教育委員会室

３ 会議の事件 

 令和２年度津市一般会計補正予算（第１３号）＜教委所管分＞について 

 令和３年度津市一般会計予算＜教委所管分＞について

 令和３年度教育方針について



津市選挙管理委員会告示第１号

令和３年３月１４日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙における候補者

届等の書類を選挙長に提出すべき場所を次のとおり定めたので告示する。

令和３年２月４日

津市選挙管理委員会

委員長 後 藤   久

提出すべき場所  津市芸濃総合支所地域振興課

  



津市選挙管理委員会告示第２号

令和３年３月１４日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙における不在者

投票の投票用紙及び不在者投票用封筒の交付場所を次のとおり定めたので告示

する。

令和３年２月４日

津市選挙管理委員会

委員長 後 藤   久

交付場所   津市芸濃庁舎２階防災会議室

  



津市選挙管理委員会告示第３号

令和３年３月１４日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙において、公職

選挙法（昭和２５年法律第１００号）第１７５条第３項の規定により投票記載

所の氏名等の掲示の掲載順序を定めるためのくじを行う日時及び場所を次のと

おり定めたので、公職選挙事務執行規程（平成７年三重県選管告示第５号）第

８５条の規定により告示する。

令和３年２月４日

津市選挙管理委員会

委員長 後 藤   久

１ くじの場所  津市選挙管理委員会事務局

２ くじの日時  令和３年３月９日午後６時

  



津市選挙管理委員会告示第４号

令和３年３月１４日執行予定の津市河内財産区議会議員選挙に係る公職選挙

法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第３項の規定による選挙人名簿の登

録に関して、次のとおり定めたので、公職選挙法施行令（昭和２５年政令第８

９号）第１４条第２項の規定により告示する。

令和３年２月４日

津市選挙管理委員会

委員長 後 藤   久

１ 被登録資格の決定の基準となる日

  令和３年３月８日（年齢については、令和３年３月１４日とする。）

２ 登録を行う日

  令和３年３月８日


